
報告第１８号                             

- 1 - 

 

報

告

第

十

八

号 

  
 
 

専

決

処

分

し

た

事

件

の

報

告

及

び

承

認

に

つ

い

て 

  

平

成

二

十

七

年

九

月

二

十

五

日

に

申

し

立

て

ら

れ

た

平

成

二

十

六

年

度

保

育

・

幼

稚

園

シ

ス

テ

ム

追

加

開

発

（

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

新

制

度

対

応

）

作

業

委

託

に

係

る

訴

え

提

起

前

和

解

（

即

決

和

解

）

申

立

事

件

に

つ

い

て

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

百

七

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

別

紙

の

と

お

り

和

解

の

専

決

処

分

を

し

た

の

で

、

同

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

報

告

し

、

承

認

を

求

め

る

。 

  
 

平

成

二

十

七

年

十

一

月

二

十

六

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 江

戸

川

区

長 

多

田

正

見
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別
紙 一 

和

解

概

要 
㈠  

 
申
立
人
は
相
手
方
に
対
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
付
け
委
託
契
約
（
件
名 

平
成
二
十
六
年
度
保
育
・
幼
稚
園
シ
ス
テ
ム
追
加
開
発
（
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
対
応
）
作
業
委
託
）
及
び
平
成
二
十
七
年
一
月
十
九
日
付
け
委
託
契
約
（
同
（
そ
の
二
）
）
（
以
下
併
せ
て
「
本
件

委
託
契
約
」
と
い
う
。
）
の
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
履
行
遅
滞
（
以
下
「
本
履
行
遅
滞
」
と
い
う
。
）
に
伴
う

損
害
賠
償
金
と
し
て
金
五
千
八
百
四
十
五
万
四
千
七
百
二
十
円
の
支
払
義
務
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

㈡  
 

申
立
人
と
相
手
方
は
、
申
立
人
が
相
手
方
に
対
し
、
平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日
限
り
、
本
件
委
託
契
約
添
付
の
仕
様
書
に
定
め
る
作
業
を
行

い
、
シ
ス
テ
ム
開
発
を
完
成
さ
せ
、
相
手
方
指
定
の
場
所
に
納
入
し
た
こ
と
を
相
互
に
確
認
す
る
。 

㈢  
 

申
立
人
と
相
手
方
は
、
本
日
、
第
一
項
の
申
立
人
の
相
手
方
に
対
す
る
損
害
賠
償
金
五
千
八
百
四
十
五
万
四
千
七
百
二
十
円
と
相
手
方
の
申
立

人
に
対
す
る
本
件
委
託
契
約
に
基
づ
く
請
負
代
金
と
を
対
当
額
で
相
殺
す
る
。 

㈣  
 

相
手
方
は
、
申
立
人
に
対
し
、
第
二
項
の
作
業
を
完
了
後
、
申
立
人
か
ら
適
法
な
支
払
請
求
書
（
分
割
支
払
を
必
要
と
す
る
契
約
の
支
払
内
訳

に
基
づ
く
支
払
請
求
書
を
含
む
。
）
を
受
理
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
第
三
項
の
相
殺
後
の
本
件
委
託
契
約
の
請
負
残
代
金
九
千
六
十
二
万

二
千
円
を
振
り
込
む
方
法
に
よ
っ
て
支
払
う
。
振
込
手
数
料
は
、
相
手
方
の
負
担
と
す
る
。 

㈤  
 

相
手
方
は
、
申
立
人
に
対
し
、
本
履
行
遅
滞
に
関
し
、
本
和
解
条
項
に
定
め
る
ほ
か
、
遅
延
損
害
金
を
含
め
た
一
切
の
損
害
賠
償
請
求
を
し
な

い
。 

㈥  
 

申
立
人
及
び
相
手
方
は
、
申
立
人
と
相
手
方
と
の
間
に
は
、
本
件
委
託
契
約
に
関
し
、
本
和
解
条
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
何
ら
の
債
権
債

務
が
な
い
こ
と
を
相
互
に
確
認
す
る
。 

㈦  
 

和
解
費
用
は
、
各
自
の
負
担
と
す
る
。 

二 

事

件

内

容 
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㈠ 

申
立
年
月
日 

 

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
五
日
（
区
収
受
十
月
二
十
九
日
） 

㈡ 

当

事

者 
 

申
立
人 

日
本
電
気
株
式
会
社 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相
手
方 

江
戸
川
区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㈢  

事

件

種

別 
 

訴
え
提
起
前
の
和
解
（
即
決
和
解
）
申
立
て 

三 

区

指

定

代

理

人 
 

江
戸
川
区 

浅
見
英
男 

髙
濱
次
郎 

四 

事

件

経

過 
 

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
五
日 

訴
え
提
起
前
の
和
解
申
立
て 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
日 
 

専
決
処
分 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日 

和
解
期
日
（
同
日
和
解
） 


